
『	

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付	

』

　

厳
寒
の
季
節
と
な
り
降
雪
に
よ
る
道
路
交

通
の
支
障
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

冬
期
間
の
道
路
交
通
を
円
滑
に
行
う
に
あ

た
り
、
町
道
の
除
雪
を
行
う
12
業
者
が「
小

野
町
除
雪
用
機
材
購
入
事
業
補
助
金
」を
活

用
し
除
雪
用
機
材
を
整
備
し
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
、
平
成
25
年
度
の
大
雪
の
経

験
を
踏
ま
え
同
様
の
降
雪
時
に
円
滑
な
除
雪

業
務
を
行
う
た
め
の
備
え
、
な
ら
び
に
例
年

の
除
雪
業
務
の
負
担
軽
減
お
よ
び
迅
速
な
道

路
交
通
の
確
保
を
目
的
に
実
施
し
た
も
の
で

す
。

　

冬
期
間
の
除
雪
作
業
に
対
す
る
町
民
の
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

『	

除
雪
用
機
材
を
整
備	

』

この部分が新たに整備された除雪用機材

　　個人番号カードの交付が開始されます

　　冬期間の安全な道路交通の確保を目指して

　

平
成
28
年
１
月
か
ら
申
請
を
さ

れ
た
方
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交

付
が
始
ま
り
ま
す
。
個
人
番
号
カ
ー

ド
は
役
場
を
経
由
し
て
お
渡
し
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
Ｊ
–
Ｌ

Ｉ
Ｓ（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
）が
全
市
町
村
分
の
作
製
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
当
初

は
申
請
が
集
中
し
、
お
手
元
に
届
く

ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
が

で
き
次
第
、
役
場
か
ら
通
知
を
送
付

し
ま
す
。
通
知
は
原
則
と
し
て
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
に
送
付
し

ま
す
。
送
付
さ
れ
た
通
知
書
、
通
知

カ
ー
ド
、
住
基
カ
ー
ド（
お
持
ち
の

方
）、
本
人
を
確
認
で
き
る
書
類（
運

転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）を

持
参
し
、
役
場
へ
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
受
け
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
１
月
か
ら
個
人
番
号（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）の
利
用
が
開
始
さ
れ
ま

す
。
社
会
保
障
関
連
の
申
請
に
は
通

知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー

ド
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ

ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
町
民
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活
課
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